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令和７年度社会福祉法人甲府市社会福祉協議会事業計画 
 

近年、地域社会においては、少子高齢化や核家族化、一人暮らし高齢者や高齢者世帯

の増加、地域のつながりの希薄化と孤立化が進行し、従来の家族機能が低下していま

す。そのような状況の中で、ひきこもりや経済的な理由によりサービスを受けることが

できないなど、既存の制度の狭間にいる支援を必要とする地域住民をはじめ、ダブルケ

ア、８０５０問題、ヤングケアラー等、多様化・複雑化した地域生活課題・福祉課題を

抱えた地域住民や世帯が顕在化しています。 

こうした中、本協議会は、誰一人取り残さず、すべての人々の暮らしと生きがい、地

域をともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指し、包括的支援

体制の整備に向け、地域生活課題の解決に取り組み、「誰もが安心して暮らせる福祉の

まちづくり」を推進していきます。 

 令和７年度は、「第５次健やかいきいき甲府プラン」に位置付けられた「甲府市地域

福祉推進計画」の計画目標であります「自ら気づき、考え、行動し、地域福祉を支える

人をつくる」、「人と人が互いにつながり支え合う地域をつくる」、「適切な福祉サービス

が届く、安全・安心なまちをつくる」を推進するとともに、地域福祉活動計画の施策に

沿って、多様化する地域生活課題に対し、創意と工夫を持って、事業を効果的に推進す

るための新たな財源の確保や既存事業の更なる効率化に、より一層取り組む必要があり

ます。 

これらを踏まえ、次の事項を令和７年度に取り組むべき主要課題とし、各事業の重点

的な取組方針を定めます。 

 

〈令和７年度主要課題〉 

 ○ 地区社会福祉協議会などの関係団体や甲府市と「連携・協働」の強化を図る。 

 ○ 多様化・複雑化する地域生活課題や生活支援に積極的に取り組む。 

 ○ 適正な財源の確保や経費節減に積極的に取り組み、安定した財政基盤を確立する。 

 〇 新たに策定した「甲府市社会福祉協議会中期経営計画（前期）」に基づき、既存事 

業や活動の見直しと新規事業を創出する。 

 

１ 住民主体による地域福祉活動の推進 

住民主体による地域福祉活動や小地域ネットワーク活動の更なる定着に向けた取組 

を行うとともに、いきいきサロンの設立・運営の支援、生活支援体制整備事業の継 

続・拡大など、住民主体の地域福祉活動の充実に取り組みます。 
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２ 支え合いのネットワークと協働体制の構築 

市民の協働によるまちづくりに向け、ボランティアの発掘や育成、ネットワークの 

強化を図り、広くボランティア活動の活性化に取り組みます。 

 特に、災害ボランティアセンターの運営については、地域住民の関心が高く、また、 

その充実は喫緊の課題でもあるため、「災害ボランティアセンター運営チーム」を中心

に実践的な訓練を通じて、発災時への備えを強化します。 

また、新たに子どもに関する事業として、子育てに対する支援をボランティアの協 

力を得ながら取り組みます。 

 

３ 福祉施設サービスの充実 

  指定管理施設の適正な管理・運営に努め、幅広い社会福祉事業の展開や地域福祉・ 

健康づくりの拠点として、福祉サービスの充実に努めます。 

 

４ 権利擁護体制の整備 

  「福祉後見サポートセンターこうふ」による成年後見制度に関する事業の総合的展 

開と甲府市から受託した中核機関による権利擁護支援の地域連携ネットワークづく 

りや、新たに単身高齢者等の支援体制の構築を図ることを目的とした、終活サポート 

事業に取り組みます。 

 

５ 在宅福祉サービス事業の経営 

  国における福祉施策の動向等を見極めながら、収支のバランスの取れた事業運営に

努めるとともに、利用者へのきめ細かいサービスを提供します。 

 

６ 人材育成と業務効率化 

  甲府市との人事交流、研修計画の策定、自主研修の支援を継続して実施し、人材育

成に取り組むとともに、業務の効率化に努めます。 

 

７ 法人運営・財政基盤の強化 

  財政の健全化及び組織のガバナンスの強化に向けた取組を進めるとともに、社会福

祉協議会の役割や事業の周知のための積極的な情報発信に努めます。 

 

 なお、各事業の推進にあたっては、次のとおり具体的な取組を進めます。 
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１ 住民主体による地域福祉活動の推進（※予算一覧表②③④） 

（１）ふれあいのまちづくり事業の推進 

  市内５ブロックに配置されている社会福祉士などのコミュニティソーシャルワーカ

ー（CSW）が、地区社会福祉協議会が行う住民主体の地域福祉活動が円滑に進められる

よう支援するとともに、住民の福祉課題や相談等への対応、ブロックぷれす等による

情報提供等を行い、地域福祉の総合的な推進と充実に取り組みます。 

 

 ア 福祉のまちづくり推進事業 

   誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを目指し、地区社会福祉協議会で

取り組む「住民参加による地域福祉活動」や「小地域ネットワーク活動」が地域の

実情に即して推進されるよう情報提供や助言等による支援を行います。 

また、現任の福祉推進員の任期満了による一斉改選に伴い、第１６期福祉推進員

の委嘱式を開催するとともに、福祉推進員の人材育成として、地区単位や市内全福

祉推進員等を対象とした研修会等を行います。 

 

  (ア)住民参加による地域福祉活動 

住民参加による地域福祉活動を推進するため、地区社協だよりをはじめとした 

地域住民への意識啓発や各地区での交流事業、地域での支え合い・助け合い活動など

の取組が継続的に行われるよう支援します。 

また、社協活動への親しみと関心を育むことを目的とした、日常における気付きや

体験、地域ボランティア活動への思いなど、広く福祉に係わる川柳を募集する「ふく

し川柳」事業を実施するとともに、地区社会福祉協議会の交流イベントとして「グラ

ウンドゴルフ大会」を開催します。 

 

  (イ)小地域ネットワーク活動 

地域ふれあい台帳や福祉マップ等の整備と利用の促進を図るとともに、自治会長、

民生委員児童委員、福祉推進員等が連携して、高齢者や障がい者等の要援助者への見

守り、声かけ等の活動が、円滑に行えるよう、地域での合同会議や研修会等の開催を

支援し、小地域ネットワーク活動の活性化や更なる定着化を推進します。 

 

 イ 心配ごと相談事業 

心配ごと相談室を設置し、市民の日常生活上の悩み事や不安な事について、民生

委員児童委員、保健師、有識者等６名の相談員が相談を受け、問題解決に向けて他の

専門機関との連携を図りながら支援を行うとともに、コミュニティソーシャルワー

カーが市民から寄せられる生活や地域福祉に関する諸問題について、随時対応しま

す。 
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また、こうした本協議会の相談機能を、広報・ＨＰ・チラシの他にＳＮＳなども

利用して幅広い年齢層へ周知しながら、「こちら社協派出所」などの開設により相談

機会を増やすとともに、各種研修会等に参加し、相談技術の向上に努めるなど、相談

窓口としての体制づくりに新たに取り組みます。 

 

ウ 虐待防止啓発事業 

令和７年度は「障がい者虐待防止」をテーマとして、地域福祉活動における虐待

防止の意識向上を図るため、地区社会福祉協議会や福祉推進員等を対象に、虐待や

その防止に関わる理解を深めることができるよう研修会を開催します。 

 

（２）生活支援体制整備事業 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け 

られるよう、市内５ブロックに配置されている生活支援コーディネーター（CSW兼 

務）が、地域の実情に即した支え合いの仕組みづくりを支援します。 

 

ア 協議体の設置支援・運営支援 

  市内の各地区において「生活支援・介護予防・社会参加」に関する地域課題や解決

策等について話し合う第二層協議体の設置支援・運営支援を行い、地域住民が主体

となって支え合う体制づくりを推進します。 

第二層協議体において解決困難な課題等は、甲府市が運営する「甲府市生活支援連

携会議（第一層協議体）」に提起します。 

 

（３）住民参加の支え合い事業 

住民参加の支え合い事業を実施することにより、日常生活上の支援が必要な高齢 

  者が、住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう支援するとともに、 

介護予防・重度化防止のための取組を推進します。 

 

ア 配食サービス事業 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、病気や障がい等によって食事づくり 

が困難な方を対象に、見守りや声かけなどの安否確認を兼ねた安心かつ安全な配食 

サービスを推進します。 

また、引き続き配食ボランティアの確保に努めるとともに、地区単位で行われる配

食ボランティア交流会や研修会の開催支援を通して、事業の円滑な推進と地域の見

守り体制の強化を図ります。 
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イ いきいきサロン事業 

  いきいきサロン担当職員と地区担当のコミュニティソーシャルワーカーが、サロ 

ンへの訪問等を通して活動の現状や課題の把握に努めるとともに、助言や情報提 

供等を行い、充実したサロン活動を行えるよう運営支援に努めます。 

また、地域の実情に合わせ、重点的にサロンの立ち上げ支援を行うなど、新規設 

立に向けた働きかけを行います。 

  さらに、すこやか地域サポーター養成講座やフォローアップ研修を開催し、サロ 

ン運営等の人材育成に努めるとともに、ＴＶゲーム活用事業による介護予防や多世

代交流の推進を図ります。 

 

ウ 甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業 

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送れるよう、甲府市や地域包括支

援センター等と連携を図り、住民の支え合いによる多様な生活支援サービスを提供

するとともに、情報交換会などを通して事業の課題等を検証しながら、充実した事業

となるよう取り組みます。 

  また、生活支援サポーター養成講座やフォローアップ研修等の開催により、本事

業の担い手の確保及びスキル向上に努めます。 

 

２ 支え合いのネットワークと協働体制の構築（※予算一覧表⑤⑥） 

（１） ボランティア活動の振興 

ボランティアの発掘・育成・ネットワークの強化を図り、市民との協働による福祉 

のまちづくりに取り組みます。    

 

ア ボランティア育成啓発事業 

（ア）福祉ボランティア活動実践校への支援 

３か年計画で市立小・中・高等学校を実践校に指定し、学校と地域が協働し 

て、児童・生徒が福祉や地域活動等に接する機会を設け、福祉に対する理解と関 

心を高め、ボランティア精神の醸成を図ります。 

 

（イ） ボランティア活動の啓発と広報 

「甲府市ボランティアだより」（こうふ社協だより合併号、年１回発行）、「ボ 

ランティアニュース」（年３回発行）により、定期的に情報発信を行うととも 

に、甲府市広報、ホームページ、ボランティアボード、SNSを活用し、随時ボラン 

ティア情報を発信します。 
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（ウ）ボランティアの養成 

ボランティアの発掘・育成及び活動の活性化を図るため、各種ボランティア養 

成講座を開催します。 
  

・災害ボランティア養成講座 

・傾聴ボランティア養成講座（入門編） 

・傾聴ボランティア養成講座（ステップアップ編） 

・手話学習会 

・ちょぼらキッズ養成講座 等 

 

（エ）ボランティア交流事業の実施 

市内の中・高・大学生や障がい者（児）、ボランティア団体などが集い、展示 

   や体験ブース、舞台発表などを通じて交流と理解を深め、障がいの有無にとらわ 

れないユニバーサルデザインの心を養うとともに、ボランティアを発掘すること 

を目的として、ボランティアウィーク「第７回ふれあい交流フェスタ」を開催し 

ます。 

また、市内４大学の学生ボランティア団体相互の連携を促し、さらなる活動の 

   活性化を図るため、「学生ボランティア団体ネットワーク会議」を開催します。 

    

 （オ）ボランティア募集出張受付所の開設 

ボランティアニーズの多様化や既存ボランティア団体構成員の高齢化が進行す 

   る中、市内４大学の学生にボランティア活動への参加を促し、ボランティア団体 

の拡充と活動の活性化を図るため、大学敷地内に臨時のボランティア募集出張受 

付所を開設します。 

 

イ ボランティア活動協働推進事業 

（ア）地域ぐるみボランティア活動の推進 

地区社会福祉協議会が主体となり、学校や地区関係団体と連携し、地域ぐるみ 

   で福祉のこころを育むための福祉教育を実践するため、活動への支援を行いま 

   す。 

 

 （イ）ボランティア活動への支援 

市内で実施される各種ボランティア活動に対して、団体及び個人ボランティア 

   の登録・調整、ボランティア活動資材や活動場所の貸出、登録団体等への支援を 

行います。 
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（ウ）フードアプリケーションプラスの実施 

家庭や事業所等から寄せられた食品や生活用品を、子ども支援や生活支援等を 

行っている NPO法人などを通じて、必要な方々にお配りするフードアプリケーシ 

ョンプラスを実施します。 

 

 （エ）ようふくリレーの実施 

子育て家庭への支援を行うため、子ども服や子ども用品の寄付を募り、必要と 

   する子育て家庭にお渡しする、ようふくリレーを実施します。 

 

 （オ）甲府市災害ボランティアセンターの運営 

災害ボランティアセンターを円滑に運営するため、運営支援団体である甲府青 

年会議所をはじめ、関係団体と連携を図る中で、運営訓練を実施するとともに、 

災害ボランティア事前登録者の募集を行います。 

    また、災害時の相互支援体制のさらなる強化を図るため、甲府地区広域行政事 

   務組合構成自治体である三市一町のボランティアセンターとの連携強化に努めま 

す。 

さらに、社会福祉協議会プロパー職員で編成される災害ボランティアセンター 

運営チーム（通称 DVOT）のメンバーを中心に、災害ボランティアセンターの設 

置・運営に関するノウハウの蓄積に努め、人材の育成を図ります。 

 

（カ）子ども・子育てに関する事業の実施 

子どもの居場所づくりに関する事業を検討し、ボランティアの協力を得ながら 

子育てに対する支援を実施します。 

 

 （キ）その他活動 

使用済み切手や牛乳パック等の回収や善意のカレンダー運動等を通じて、リサ 

   イクル活動に協力します。 

 

（２）赤い羽根共同募金運動の推進 

山梨県共同募金会甲府市支会から山梨県共同募金会甲府市共同募金委員会へと移

行し、募金活動に協力していただいている地区自治会連合会や地区民生委員児童委

員協議会、地区社会福祉協議会、ボランティア団体等との連携を深め、募金実績の

拡大と共同募金配分による福祉の向上に努めます。 

また、広報誌や市社協ホームページ等を通じて、共同募金の意義や運動への協力 

を啓発し、共同募金運動の活性化を図ります。 
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３ 福祉施設サービスの充実（※予算一覧表⑩⑪⑫） 

甲府市の福祉施設の指定管理者として、各施設において光熱水費等の経費節減に努 

めるとともに、引き続き快適で安心・安全な管理・運営を目的に、利用者ニーズの把 

握や職員の資質の向上、施設や設備等の整備に取り組み、より良いサービスの向上を 

図ります。 

また、老朽化している施設や設備については、計画的かつ効率的な改修を行ってい 

くため、甲府市との協議を継続して行います。 

 

（１）甲府市福祉センターの管理・運営 

高齢者や障がい者、寡婦並びに母子・父子家庭の「福祉の増進」「教養の向上」 

「レクリエーション」のための利便性を総合的に図るため、地域性や利用者ニーズ 

等を踏まえた運営に努めます。 

また、既存事業に加え、利用者ニーズや時代に即した「介護予防事業」「教養 

講座」「レクリエーション事業」を取り入れていくことで、高齢者等の健康増進 

や生きがいづくりを支援します。 

 

（２）甲府市健康の杜センター及び甲府市上曽根いきいきプラザの管理・運営 

市民の健康増進や生活文化の向上を図るため、介護予防事業や利用者が快適に 

利用できる貸館業務等の適切な運営に努めるとともに、広報やホームページなど 

の周知を通じて利用促進を図ります。 

 

 

４ 権利擁護体制の整備（※予算一覧表⑦⑧⑨） 

（１）成年後見制度に関する事業 

「福祉後見サポートセンターこうふ」では、認知症や知的障がい、精神障がいなど 

で、判断能力が十分でない方を保護・支援するために、本人の意思を尊重しながら 

財産管理や身上保護を行います。 

また、甲府市における成年後見制度中核機関として、「第３次甲府市成年後見制 

度利用促進基本計画」に基づく権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに取り 

組み、甲府市地域包括支援センターや甲府市障害者基幹相談支援センター等と連携 

し、成年後見制度の利用促進や支援に努めます。 

さらには、新たな取組として、単身高齢者等に対する終活相談業務や身寄りのな 

い高齢者に対する支援体制の構築を図ることを目的とした「終活サポート事業」に 

取り組みます。 
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（２）日常生活支援事業 

ア 日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的・精神障がい者等判断能力が不十分な方が地域において安心

して自立した生活が送れるよう、利用者との契約や支援計画に基づき、福祉サービ

スの利用に関する情報提供、助言、手続きの援助、利用料の支払い等福祉サービス

の適切な利用のための一連の援助を行います。 

また、利用者へのより良い援助が行えるよう、援助方法等についての助言を得る

ため、弁護士や精神保健福祉士等で構成された甲府地区自立生活支援計画策定委員

会を開催します。 

さらに、市民後見人養成研修修了者のうち、希望者を市民生活支援員として委嘱

し、市民生活支援員研修会等を通じて、日常生活自立支援事業の担い手の育成に努

めます。 

 

イ 生活福祉資金等貸付事業 

低所得者、障がい者及び高齢者世帯に対し、その経済的自立及び生活意欲の助長

促進等を目的として甲府市等関係機関と連携する中で、必要な資金の相談支援及び

貸付申請に係る受付窓口業務を行い、生活困窮者の自立支援等に取り組みます。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休業や失業で、収入が減少し

た世帯を対象として貸し付けた「緊急小口資金等の特例貸付」を借り受けている世

帯に対しても相談支援等を行います。 

 

 

５ 在宅福祉サービス事業の経営（※予算一覧表⑬⑭⑮） 

慢性的な介護人材の不足に対する取り組みを継続する中、支援を必要とする高齢者 

や障がい者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、関係機関等と緊密な 

連携を図りながら訪問介護事業、居宅介護事業及び通所介護事業によりきめ細かい在 

宅福祉サービスの提供に努めます。 

また、地域包括支援センターにおいては、支援を必要とする方が在宅での生活を継 

続できるよう、地域包括ケア体制の更なる推進に努めます。 

 

（１）訪問介護事業 

利用者や家族のニーズに応えるため、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所 

と連携し、いつまでも住み慣れた地域で自立した生活を継続することができるよう、 

移送サービスなど保険外サービスを併用しながら利用者の生活を支援します。 

また、他事業所が受け入れ困難な利用者も積極的に受け入れ、市民から信頼される 

事業所の運営に努めます。 
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（２）居宅介護事業（障がい福祉サービス） 

  障がいのある方も地域社会の一員として自立した生活を送ることができるよう、計 

画相談支援事業所をはじめ障害者基幹相談支援センターや医療関係者と連携を図りな 

がら、居宅介護、同行援護及び移動支援の各サービスを提供し、障がい者の日常生活 

及び社会参加を支援します。 

 

（３）通所介護事業（甲府市中道デイサービスセンター） 

  住み慣れた地域で可能な限り在宅生活を継続することができるよう、利用者の身体 

状況に応じた機能訓練を通じて身体機能の維持に努めるとともに、食事や入浴等の介 

助、趣味活動を行います。 

また、地域密着型通所介護事業所として地域の小学校での福祉体験やいきいきサロ 

ンとの交流、ご家族と連携しながら各種事業を実施し、地域に開かれた施設運営に努 

めます。 

 

（４）地域包括支援センター事業（甲府市笛南地域包括支援センター） 

中道・上九一色地区の地域包括ケアシステムを実現するための中核機関として、誰 

もが安心して暮らせる地域の実現に向けて取り組みます。 

 また、各専門職が地域の各種団体や行政機関と連携し、地域住民の支えあいネット 

ワークの構築を推進するとともに、介護や暮らしに関する身近で気軽な相談窓口とし 

て機能することができるよう広報・啓発や資質向上に努めます。 

 

 

６ 人材育成と業務効率化（※予算一覧表①） 

（１）人材育成 

  「人材育成基本方針」に基づき、目指すべき職員像と職位階層ごとに求める能力を 

明確にし、業務の執行に必要な知識や技術、職員のモチベーションやコンプライア

ンス意識の向上、個人情報保護に関する研修等への取組や「人事評価制度」の活

用、さらには甲府市との人事交流を引続き継続し、将来を担う職員の育成に努めま

す。 

 

（２）業務効率化 

  「人事評価制度」における目標管理等を通じて、リーダー等会議やワーキンググル 

ープにおいて、その手法等について検討を行うとともに、職員それぞれが自身の担当 

業務を 定期的に点検・検証し、常に費用対効果や効率を意識した業務執行に努めま 

す。 
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７ 法人運営・財政基盤の強化（※予算一覧表①） 

（１）「中期経営計画」の進行管理 

   本協議会が短期的・集中的に取り組む事業及び中期的に取り組む事業を示した「中

期経営計画（前期）」の進行管理を行う中で、各取組の推進を図ります。 

 

（２）自主財源や適正な財源の確保 

行政機関などからの委託料、補助金等の適正な財源の確保に取り組むとともに、 

貴重な自主財源である会費収入の確保に向け、新規会員の加入促進の手法について 

検討を行います。 

また、新たな財源の確保に向け、国や県、市などの動向を注視するとともに、継

続して民間福祉団体等助成事業の活用についても積極的に検討し、健全で安定した

財政基盤の確立に努めます。 

 

（３）広報啓発活動の強化 

長年にわたり地域福祉の推進に貢献された福祉関係者を顕彰するとともに、地域  

  福祉の更なる充実を目指すことを目的に、第４８回「甲府市社会福祉大会」を開催 

します。 

また、社会福祉協議会の活動を広く伝えて知ってもらうことを目的として、年２ 

回発行のこうふ社協だより「まごころ」を、より多くの市民に見ていただける紙面 

づくりに努めるとともにホームページやＳＮＳなどの電子媒体と併用することで、 

タイムリーな情報発信に取り組みます。 

さらには、報道機関等のメディアを通じ、本協議会の事業の周知や情報提供を行 

うとともに他団体等と協働し、市民への広報活動に積極的に努めます。 

 

（４）会議等の開催 

   本協議会定款細則に基づき、定例の理事会を３回開催し、評議員会については、 

理事会の決議により開催します。 

また、令和７年度は役員・評議員の一斉改選のため、社会福祉法や定款細則に沿 

って改選に必要な手続きを行います。 

さらには、必要に応じて評議員・選任解任委員会や表彰等審査委員会などの会議 

を開催します。 


